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平成２４年第１０回大仙市教育委員会定例会会議録

平成２４年第１０回大仙市教育委員会定例会を平成２４年１０月２３日（火）午後３時

３０分から大仙市地域交流センター「はぴねす大仙」１階会議室において開催した。

出席委員

１番委員 後 藤 眞 暎

２番委員 三 浦 憲 一

３番委員 鈴 木 直 樹

４番委員 佐々木 フミ子

５番委員 物 部 長 仁

説明員

教育指導部長 小笠原 晃

生涯学習部長 佐 藤 裕 康

教育総務課参事 大 河 洋 子

教育指導課長 千 田 寿 彦

生涯学習課長 山 谷 喜 元

文化財保護課長 熊 谷 博 英

スポーツ振興課長 滝 沢 清 寿

学校給食総合センター所長 鈴 木 喜 一

総合図書館長 邑 山 兼 光

総合市民会館長 羽根川 和 雄

花館公民館長 竹 内 孝 悦

神岡中央公民館長 石 山 雄 康

西仙北中央公民館長 三 浦 廣 一

中仙公民館長 阿 部 利 美

協和公民館長 加 藤 恭 造

南外公民館長 髙 橋 公太郎

仙北公民館長 小 松 徹

太田公民館長 長 澤 猛

書記

教育総務課主幹 田 口 広 龍

付議案件

(1) 議案第３６号 大仙市立学校設置条例の一部改正について
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物部委員長

（開会の挨拶）

（書記の指名）

（前回会議録を承認することについて、会議に諮り、承認された。）

それでは、次第３番の教育長報告に入らせていただきます。

三浦教育長、お願いします。

三浦教育長

（資料により教育長報告を行った。）

各課・所・館長

（資料により教育委員会各部署から事業報告を行った。）

物部委員長

以上、教育長並びに各課所長、各公民館から報告をしていただきました。

委員の皆様、御質問等ございましたらお願いいたします。

佐々木委員

中仙公民館長にお伺いします。１２番の戦場カメラマン渡辺陽一さんの講演ですが、い

つどこで講演されて、一般の私たちが行ってもよろしいのでしょうか。

中仙公民館長

中仙市民会館ドンパルで１０月３１日午後１時３０分開演です。今回は主に小中学生を

対象として「世界の子供の声を聴こう」と題しての講演会でありますが、まだ、若干の余

裕がございますので、一般の方でも入場は可能です。どうぞおいでください。

物部委員長

私からよろしいでしょうか。前委員長の信田健先生が地方教育行政功労者表彰というす

ばらしい表彰を受けられました。誠におめでたいことでございます。御祝いの会について

は、予定されておりますか。

教育総務課参事

予定しております。よろしくお願いいたします。

三浦教育長

太田中の花壇コンクールですが、連続受賞は、できない仕組みになっているようですね。

太田公民館長

そうです。受賞した翌年は、モデル指定校となりますので、受賞の権利がなくなります。

したがって、４、５年に１回というようなサイクルでの受賞となっているようです。
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三浦教育長

それにもかかわらず、９回目の受賞というのは、大変すばらしいことですね。

物部委員長

それでは、４番の付議案件に入ります。議案第３６号大仙市立学校設置条例の一部改正

について、教育総務課からお願いします。

教育総務課参事

議案第３６号大仙市立学校設置条例の一部改正について、御説明申し上げます。１０ペ

ージを御覧ください。

本案は、大仙市立幼稚園法人化実施計画に基づき、南外幼稚園を平成２５年４月１日か

ら社会福祉法人大空大仙に移譲するため、廃止しようとするものであります。

具体的な改正内容について、御説明申し上げます。本条例には小学校、中学校、幼稚園

をそれぞれ区分して別表第１から別表第３までに規定していますが、このうち、南外幼稚

園を規定している別表第３を削除し、これに伴う第２条の条文整理を行うものであります。

また、南外幼稚園の廃止をもって本市から市立幼稚園がなくなるため、以後、幼稚園保

育料を賦課徴収する必要がなくなることから、附則第２項で大仙市立幼稚園保育料徴収条

例を併せて廃止しようとするものです。

なお、同条例の廃止後において、未納となっている幼稚園保育料については、廃止後も

引き続き納付義務が継続する旨、附則第３項に規定し、同条例の廃止に伴い、納付義務が

消滅するといった疑義が生じないよう経過措置を設けております。

施行期日は、いずれも平成２５年４月１日としております。

以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

物部委員長

このことについて、何か御質問がありましたらお願いします。

後藤委員

附則第２項の経過措置は、何年までですか。

教育総務課参事

経過措置に期限は、設けておりません。納付が全て完了するまでです。

鈴木委員

ただ今の質問は、納付義務が時効になる期間について問われたと思われますが。

教育指導部長

納付書発行から未納期間５年を経過すると時効となりますが、途中でいくらかでも納付
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があれば、そこからまた継続していくという形で進めさせていただいております。

物部委員長

現在、どのくらい未納になっていますか。

教育指導部長

大きく分けて保育料、預かり保育料、教育活動費ということになりますが、１８年度か

ら２３年度までの未納者としましては５２名、収入済額としては１１４，６３０円、収入

未済額といたしましては１３５万ほどになります。担当としましては、催告書の送付や電

話による催告、定期的な訪問等をしていくらかでも回収できるよう努めているところであ

ります。

物部委員長

よろしいでしょうか。難しいですね。

鈴木委員

わかりました。市の財政も逼迫している中で悪質なものについては、御難儀ですが、い

ただくように、市民も大変ですので、よろしくお願いします。

物部委員長

大変難儀な仕事でありますが、よろしくお願いいたします。それでは、大仙市立学校設

置条例の一部を改正することに御異議はございませんか。異議なしと認めます。

続きまして、５番その他について、教育総務課で何かございますか。

教育総務課参事

次回の定例会について御提案させていただきます。次回定例会は、１１月２２日木曜日

の午後から大曲図書館３階視聴覚室で開催したいと思いますが、いかがでしょうか。時間

につきましては、後日お知らせしたいと思います。

教育指導部長

１１月２２日ですが、大曲南中学校と大曲西中学校を会場にオープンスクールというこ

とで、公開授業と講演会を開催する予定であります。委員の皆様にも御都合がつくようで

あれば、御出席願いたいということで時間の方を検討させていただいております。

教育総務課参事

次に、平成２４年度大仙仙北美郷教育委員会連絡会について御説明いたします。委員の

皆様には、先ほど通知を上げさせていただいております。この連絡会は仙北市、美郷町と

本市の３市町が持ち回りとなって計画し、実施しているものでございまして、今年度は本

市が当番となり、１１月２０日火曜日に開催することとしております。今年度のテーマは

「廃校となった学校の利活用」といたしまして、「くらしの歴史館」を視察していただき、
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他市町の皆様にも御紹介したいと考えております。委員の皆様、関係職員の御出席につい

てよろしくお願いいたします。

物部委員長

委員の皆様よろしいでしょうか。ほかに何かございませんか。ないようですね。

今日は、生涯学習施設のはぴねす大仙で移動定例教育委員会を開催いたしました。季節は、

正に生涯学習・学校教育の成果を発表する時期となっております。稔りある多くの成果が

ありますようお祈りしております。本日は、これで閉会いたします。ありがとうございま

した。

閉会時間 午後４時１４分


